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北

宋

の

嘗

保

に

つ

い

て

羽

生

健

は

じ

め

北
宋
の
地
方
行
政
は
路
を
最
高
区
画
と
し
て
府
・
州
・
軍
監
・
県
が
あ
り
、

そ
れ
ら
に
は
中
央
よ
り
官
吏
を
派
遣
し
て
統
治
さ
せ
た
が
、

県
以
下
の
郷
、
村
に
は
一
般
に
官
吏
を
置
か
ず
、
自
治
に
任
せ
る
建
前
で
あ
っ
た
。
乙
の
自
治
業
務
遂
行
の
た
め
に
郷
村
に
は
、
里
正
、
戸
長

郷
書
手
、
省
長
な
ど
の
職
役
人
が
置
か
れ
、
と
れ
が
地
方
末
端
行
政
の
補
助
的
任
務
を
担
当
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

里
正
、
戸
長
は
徴
税
を
、
郷
書
手
は
旦
正
に
隠
し
て
文
案
を
、
省
長
は
煙
火
盗
賊
を
主
ど
る
こ
と
と
せ
ら
れ
、
各
々
そ
の
任
務
を
異
に
し
て
い

た
。
こ
こ
に
収
上
げ
た
者
保
は
ぎ
分
と
も
い
わ
れ
、
時
長
の
特
轄
範
囲
の
こ
と
で
あ
る
。

、h
古
川
1

、〆

北
宋
の
者
保
に
つ
い
て
は
、
中
村
治
兵
衛
教
授
「
宋
代
の
地
方
区
画
乙
管
に
つ
い
て
｜
」
一

5
3
j
｝、

l

r

十
九
輯
』

研
究
」
に
収
め
ら
れ
た
「
宋
代
郷
村
制
の
変
遷
過
程
」
な
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
論
ぜ
ら
れ
、
か
な
り
く
わ
し
く
そ
の
全
貌
が
解
明
さ
れ
て
い
る
が
、

周
藤
吉
之
教
授
「
唐
宋
社
会
経
済
史

山田口保
H
H
古
田
分
が
地
方
行
政
の
面
で
ど
う
い
う
役
割
り
を
果
し
た
か
、
と
い
う
点
に
は
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
筆
者
が
検
索
し
た
巡
回

保
に
関
す
る
資
科
に
は
別
に
目
新
し
い
も
の
は
な
く
、
む
し
ろ
両
教
授
の
提
示
せ
ら
れ
た
資
料
に
負
う
部
分
が
多
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
こ
乙
で
更
め
て
ぎ
保
の
問
題
を
取
上
げ
た
の
は
、
地
方
行
政
の
面
、
就
中
職
役
上
の
面
で
者
保
が
い
か
な
る
役
割
り
を
果
し
て
い
た
か
と
い

う
点
を
解
明
し
て
み
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
尚
本
稿
で
は
中
村
、
周
藤
両
教
授
の
成
果
に
立
脚
し
て
論
を
進
め
る
場
合
の
多
い
こ
と
を
諒
承

北
宋
の
者
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）
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北
宋
の
者
保
に
つ
い
て
（
羽
生
〉
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し
て
い
た
だ
き
た
い
。

H
 

一
県
の
治
安
の
責
任
を
荷
っ
て
い
た
の
は
県
尉
で
、
そ
の
輩
下
と
し

て
役
と
し
て
徴
発
せ
ら
れ
た
弓
手
を
有
し
て
い
た
が
、
直
接
取
締
に
あ
た
る
の
は
県
城
内
や
県
城
近
側
の
草
市
で
あ
っ
た
。

本
論
に
は
い
る
前
に
宋
代
の
治
安
体
制
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
と
、

郷
村
に
は
巡
検
が
置
か
れ
て
い
た
。
巡
検
は
そ
の
輩
下
と
し
て
中
央
派
遣
の
禁
軍
や
廟
軍
を
も
ち
、
大
賊
出
現
等
の
非
常
の
場
合
に
備
え
た

、

。

第

一

ー

二

遊
撃
隊
的
性
格
の
も
の
で
、
通
常
の
郷
村
の
治
安
立
者
長
が
そ
の
壬
乙
当
っ
て
た
宋
会
要
紙

r

兵

l
e
I

｛

ー

し

七

七

捕
賊
、

大
祖
・
建
隆
三
年

十
二
月
十
六
日
の
詔
に
、

令
尉
無
事
。
不
得
下
郷
。
或
遇
捉
賊
。
亦
不
得
煩
擾
人
戸
。
如
有
受
財
入
己
者
、
並
以
柾
法
論
。
応
先
行
取
命
。
郷
村
内
争
闘
。
不
主
死

傷
。
及
遺
漏
火
溺
。
無
指
執
去
処
。
並
仰
品
出
回
長
在
村
検
校
、

と
あ
っ
て
、
令
尉
は
事
無
け
れ
ば
、

つ
ま
り
平
時
は
下
郷
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
郷
村
内
の
争
闘
で
死
傷
に
至
ら
な
い
も
の
や
、
遺
漏
火
山
却
で

も
朝
廷
か
ら
の
指
執
の
な
い
場
合
に
は
、
必
円
長
が
村
に
在
っ
て
検
校
す
る
と
と
と
さ
れ
て
い
た
。

岩
田
長
は
郷
の
役
で
あ
り
、
第
て
第
二
等
戸
よ
り
差
充
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
部
下
に
第
四
、
五
等
戸
よ
り
差
さ
れ
た
壮
丁
を
も
ち
、
郷
村

の
治
安
維
持
を
そ
の
任
と
し
て
い
た
。
首
長
の
職
掌
に
つ
い
て
は
北
宋
末
年
に
で
き
た
作
巴
自
厳
の
勝
者
壮
の
項
に
く
わ
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
、

そ
の
具
体
例
を
数
列
あ
げ
る
と

百
長
只
得
管
幹
闘
打
賊
盗
煙
火
橋
道
等
公
事
。

道
路
有
疾
病
無
養
之
人
。
立
便
拾
舛
責
付
就
近
客
店
。
店
戸
医
人
如
法
看
承
用
薬
治
療
。

年
少
無
残
疾
男
子
或
在
郷
村
求
乞
者
。
転
押
出
県
界
。



岡
野
間
或
有
蛭
最
之
類
。
損
壊
苗
稼
。
仰
画
時
申
県
。
伯
一
面
呼
集
保
衆
打
撲
。

取
責
人
戸
文
状
。
須
是
呼
集
隣
保
。
対
衆
供
写
。
或
不
能
書
字
。
令
代
写
人
対
衆
読
示
。
令
親
押
花
字
。
勅
代
写
人
井
隣
保
。
繋
書
照

証。店
舎
内
有
官
員
秀
才
商
旅
宿
泊
。
厳
切
指
揮
隣
保
夜
間
巡
喝
。
不
管
梢
有
疎
虞

な
ど
と
あ
っ
て
、
先
ず
闘
打
賊
盗
煙
火
橋
道
等
の
公
事
を
管
幹
す
る
外
、
行
倒
れ
人
の
収
容
救
助
、
乞
食
の
県
外
追
放
、
盟
議
災
害
の
際
の
叫

へ
の
報
告
と
そ
の
撲
滅
、
人
戸
に
責
を
取
ら
せ
る
文
状
へ
の
立
合
い
、
官
員
、
秀
才
、
商
旅
な
ど
が
店
戸
に
宿
泊
し
た
際
の
夜
間
巡
喝
な
ど
、

そ
の
職
掌
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
更
に
は
、
同
じ
く
作
色
白
儀
巻
三
処
事
の
項
に
、

造
五
等
簿
。
将
郷
書
子
育
戸
長
。
隔
在
三
処
。
不
得
相
見
。
各
給
印
由
子
。
遂
戸
閉
山
中
一
家
業
。
却
一
処
比
照
。
如
有
大
段
不
同
。
便
是
情

弊
。
伺
須
一
年
前
。
出
勝
約
束
人
戸
。
各
推
令
名
下
税
数
着
脚
。
次
年
正
月
巳
後
。
更
不
得
旋
来
推
割
。

と
あ
っ
て
、
郷
書
手
、
戸
長
と
と
も
に
書
長
に
も
印
由
子
が
給
さ
れ
て
遂
戸
の
家
業
を
開
必
一
す
べ
く
定
め
ら
れ
て
お
り
、
者
百
長
独
自
の
立
場
で

五
等
簿
作
成
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
又
、
同
じ
く
作
邑
自
歳
巻
四
処
事
の
項
に
、

俵
和
預
買
紬
絹
銭
。
多
是
詑
名
冒
請
。
以
此
出
限
不
納
。
有
費
行
遣
。
但
於
初
俵
銭
時
。
加
意
関
防
。
前
期
五
七
日
告
示
者
戸
長
。
各
正

身
至
日
出
頭
。
逐
一
識
認
詩
人
。
是
与
不
是
戸
頭
。
白
事
戸
帳
表
照
。

と
あ
っ
て
、
和
預
買
紬
絹
銭
は
詑
名
冒
請
が
多
い
た
め
期
限
が
来
て
も
納
ま
ら
な
い
。
そ
れ
故
俵
銭
の
時
に
は
誉
戸
長
正
身
を
出
頭
さ
せ
て
請

人
を
逐
一
識
認
さ
せ
る
と
あ
っ
て
、
老
日
長
は
和
預
買
紬
絹
銭
の
俵
散
に
も
立
合
っ
て
い
る
。
更
に
又
同
項
に
は
、

坊
場
銭
。
若
見
今
聞
出
。
只
令
本
処
奮
長
催
納
。
不
必
差
人
。
如
或
容
縦
施
墜
。
先
決
岩
田
E
R
自
然
得
足
。

と
あ
っ
て
、
見
今
開
泊
の
坊
場
銭
は
本
処
の
書
長
に
催
納
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
即
ち
奮
長
は
坊
場
銭
の
徴
収
を
も
受
負
わ
さ
れ
る
場
合

北
宋
の
害
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）
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。

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
督
長
の
職
掌
を
列
挙
し
て
き
た
が
、

乙
の
奮
長
は
県
に
直
属
し
て
い
た
。
作
邑
自
体
胤
巻
七
勝
者
壮
の
項
花
、

奮
長
各
置
承
受
簿
一
面
、
壮
了
置
脚
暦
一
道
。
凡
承
受
諸
般
判
状
粘
引
等
。
及
交
付
与
壮
丁
激
践
文
字
。
並
将
鱒
暦
対
行
批
輩
。
内
有
嘗

長
親
自
赴
県
激
践
者
。
遂
案
批
収
。
各
須
将
簿
暦
随
身
准
備
取
索
結
検

と
あ
っ
て
、
在
日
長
の
も
と
に
は
承
受
簿
一
面
、
壮
丁
の
も
と
に
は
脚
暦
一
道
が
備
え
ら
れ
、
県
か
ら
諸
般
の
判
状
、
柏
、
引
を
承
受
し
た
り
、

県
に
文
字
を
上
達
す
る
場
合
は
皆
と
の
簿
暦
に
対
行
批
撃
す
る
乙
と
と
せ
ら
れ
て
い
た
。
更
に
は
作
邑
自
麓
巻
一
二
処
事
の
項
に
、

取
責
逐
嘗
長
所
管
郷
分
図
子
闇
狭
地
里
村
分
四
至
。
開
説
某
村
有
某
寺
観
廟
宇
古
逃
亭
館
酒
坊
河
渡
巡
鏑
屋
舎
客
店
等
若
干
。
及
書
長
壮

丁
居
止
各
要
至
県
的
確
地
里
。
委
無
漏
落
詣
実
。
結
罪
状
連
申
置
簿
抄
上
。
内
寺
観
廟
字
亭
館
倒
場
酒
坊
客
店
開
閉
仰
即
時
申
挙
。
以
足
踏

於
簿
内
批
撃
。
寺
廟
等
依
旧
興
修
。
坊
店
復
有
人
開
質
亦
仰
申
県
。

と
あ
っ
て
、
書
長
の
も
と
に
は
地
里
の
閥
狭
、
村
分
四
至
を
記
し
た
地
図
が
あ
り
、

そ
れ
に
そ
の
地
分
内
に
あ
る
寺
観
、
廟
｛
子
、
古
述
、
亭
館

酒
坊
、
河
渡
、
巡
鋪
、
屋
舎
、
客
店
等
の
数
と
、
奮
長
、
壮
丁
の
居
所
か
ら
県
ま
で
の
的
確
な
地
毘
と
を
書
き
入
れ
る
こ
と
と
せ
ら
れ
て
い

た。
以
上
、
者
長
の
職
掌
が
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
、
煙
火
盗
賊
の
み
な
ら
ず
郷
村
社
会
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
世
話
人
的
な
立
場
に

立
っ
て
い
た
こ
と
、
奮
長
の
も
と
に
は
承
受
簿
が
あ
っ
て
、
と
れ
に
よ
っ
て
県
か
ら
の
指
令
を
承
受
し
た
り
、
文
字
の
上
達
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、

更
に
は
地
里
の
間
狭
、
村
分
四
至
を
記
し
た
地
図
が
あ
り
、
乙
れ
に
地
分
内
の
寺
観
、
客
店
、
酒
坊
等
を
書
き
入
れ
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
述
べ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
書
長
が
郷
村
自
治
行
政
の
面
で
い
か
に
重
要
な
役
割
り
を
果
し
て
い
た
か
が
理
解
さ
れ

ょう。
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次
に
問
題
に
な
る
の
は
と
の
嘗
長
が
な
に
を
単
位
と
し
て
置
か
れ
た
か
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
省
長
に
村
督
、
郷
替
、
鎮
替
、

席
者
自
の
用
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
ず
村
嘗
で
あ
る
が
、
宋
会
要
糧
稿
・
食
貨
六
三
・
農
田
雑
録
・
大
平
興
国
七
年
十
二
月
の
詔
に
、
種
植

に
暗
会
な
る
も
の
を
選
ん
で
農
師
と
な
し
た
と
と
が
見
え
、

そ
の
一
節
に
「
凡
穀
麦
麻
豆
桑
市
盛
期
果
実
疏
菜
之
類
但
堪
済
人
。
可
以
転
教
衆
多

こ
の
場
合
の
村
富
が
一
村
管
劃
の
音
長
を
指
す
用
例

者
。
令
農
師
与
本
郷
里
正
村
岩
田
相
度
。
」
と
あ
っ
て
、
村
奮
な
る
用
例
が
見
出
さ
れ
る
。

で
あ
る
の
か
、
又
は
数
箇
村
を
管
郵
す
る
脊
長
を
指
す
用
問
別
で
あ
る
の
か
明
瞭
で
な
い
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
面
長
は
村
に
在
っ
て
検
校
し
て

た
か
ら
村
奮
と
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
に
郷
者
で
あ
る
が
、
宋
会
要
輯
稿
・
兵
一
・
郷
兵
・
照
寧
七
年
六
月
二
十
六
日
の
条
に
広
南
路
に

槍
手
を
置
い
た
乙
と
が
見
え
、

そ
の
一
節
に
「
只
是
郷
者
逓
相
推
排
。
不
拘
等
第
主
客
人
戸
。
或
招
召
不
足
。
即
於
本
属
分
差
填
。
」
と
あ
っ
て
い

郷
者
闘
が
槍
手
の
推
排
を
行
っ
た
と
と
が
み
え
て
い
る
。

ζ

の
郷
奮
の
用
例
も
郷
間
単
位
の
斉
長
を
指
し
た
も
の
か
、
村
者
と
同
一
の
書
長
で
あ
っ

て
も
者
長
の
役
が
郷
の
設
で
あ
る
と
と
よ
り
郷
奮
と
称
し
た
の
か
明
瞭
で
な
い
。
村
ぎ
と
制
御
奮
が
同
一
の
も
の
な
の
か
、
又
な
に
を
単
位
と
し

て
置
か
れ
た
の
か
こ
れ
だ
け
の
資
料
で
は
判
断
で
き
な
い
。

次
に
鎮
者
で
あ
る
が
、
作
邑
自
歳
巻
四
処
事
の
項
に
、

付
鎮
嘗
定
奪
婚
団
事
。
於
崎
後
索
紙
十
幅
（
小
事
五
幅
）
印
縫
。
仰
両
争
井
隣
保
人
写
於
其
上
以
防
訴
換

と
あ
っ
て
、
鎮
者
な
る
用
例
が
み
え
る
。
村
替
、
郷
岩
国
は
明
ら
か
に
脅
長
を
指
す
用
例
で
あ
る
が
、
鎮
世
田
が
鎮
に
置
か
れ
た
者
長
H
鋲
脅
長
を

指
す
用
例
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
他
に
鎮
に
平
首
長
が
置
か
れ
た
こ
と
を
明
示
す
る
資
料
が
な
く
、
同
一
名
称
の
役
人
が
郷
と
鎮
に
存

在
す
る
の
は
疑
問
だ
か
ら
で
あ
る
。
乙
こ
で
は
村
雷
、
郷
蓄
に
類
似
し
た
用
例
と
し
て
鎮
岩
田
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
め
、

こ
の
鎮
蓄
の

解
釈
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
乙
と
に
す
る
。

北
宋
の
害
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）



北
宋
の
香
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

次
に
婿
替
で
あ
る
が
、
宋
会
要
輯
稿
・
刑
法
二
禁
約
紹
興
六
年
六
月
八
日
の
条
に
、

詔
。
結
集
五
願
断
絶
飲
酒
。
為
首
人
徒
二
年
。
郊
州
編
管
。
従
者
誠
二
等
。
並
許
人
告
。
賞
銭
三
百
貫
。
巡
尉
府
脅
巡
察
人
弁
郷
保
。
失

覚
察
杖
一
百
。

と
あ
っ
て
、
府
嘗
な
る
用
例
が
み
え
て
い
る
。
乙
の
崩
奮
も
鎮
奮
と
同
様
の
理
由
で
廟
の
管
長
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
乙
の
腐
奮
の
解
釈
も
鎮

奮
の
説
明
と
と
も
に
後
述
す
る
乙
と
と
す
る
。

国

以
上
述
べ
て
き
た
如
く
、
老
日
長
が
な
に
を
単
位
と
し
て
置
か
れ
た
か
は
村
替
、
郷
皆
、
鎮
雪
、
府
蓄
な
ど
種
々
の
用
例
が
あ
っ
て
決
定
し
が

た
い
。

ζ

の
問
題
を
解
決
す
る
に
は
郷
村
制
の
変
遷
を
た
ど
る
ζ

と
よ
り
始
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

よ
く
引
用
さ
れ
る
資
料
で
あ
る
が
、
宋
会
要
輔
稿
職
官
四
八
県
官
の
冒
頭
の
説
明
文
に

関
宝
七
年
廃
郷
分
為
管
。
置
戸
長
主
納
賦
0

4

首
長
主
盗
賊
詞
訟
。
諸
鎮
将
副
鎮
都
虞
侠
同
掌
警
運
盗
賊
之
一
挙
。
有
典
以
主
文
案
。
所
由
以

役
使
。
皆
無
定
数

乙
の
管
に
戸
長
、
奮
長
の
職
役
人
を
置
い
て
戸
長
は

納
賦
を
、
奮
長
は
盗
賊
詞
訟
の
乙
と
を
主
さ
ど
ら
せ
る
乙
と
と
し
た
と
と
が
み
え
て
い
る
。
中
村
教
授
の
検
索
さ
れ
た
管
の
事
例
に
よ
る
L
勺｝

と
あ
っ
て
、
太
祖
の
開
宝
七
年
（
九
七
四
）
に
従
来
の
郷
分
を
廃
止
し
て
管
を
つ
く
り
、

管
は
直
接
県
に
結
び
つ
い
て
い
る
（
県

i
管
）
場
合
、
郷
と
村
の
中
間
に
位
す
る
（
県
｜
郷
｜
管
l
村
）
場
合
、
県
と
郷
と
の
聞
に
位
す
る
場

合
（
県
1
管
i
郷
）
が
あ
り
、
周
藤
教
授
は
こ
の
管
の
位
置
が
一
定
し
て
い
な
い
理
由
を
一
定
戸
数
を
基
準
と
し
て
管
を
設
定
し
た
た
め
だ
と

解
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

今
述
べ
た
ご
と
く
、
開
宝
七
年
に
従
来
の
県
郷
村
制
に
代
っ
て
県

i
管
と
い
う
組
織
改
変
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
乙
の
組
織
改
変



は
時
代
を
下
る
に
従
っ
て
、

一
部
は
県
｜
管
、
県
｜
郷
｜
管
｜
村
、
或
は
県
｜
管
｜
郷
と
い
う
形
を
と
り
つ
つ
、
開
宝
七
年
の
組
織
改
変
の
痕
跡

を
の
乙
し
な
が
ら
存
続
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
大
部
分
は
従
来
の
県
｜
郷
｜
村
と
い
う
慣
例
的
な
形
に
も
ど
っ
て
い
る
。
中
村
教
授
は
乙
の
乙

と
に
つ
い
て
、
初
め
は
郷
を
廃
し
て
分
っ
て
管
と
し
た
が
、
前
代
以
来
慣
用
さ
れ
て
い
る
郷
を
廃
止
す
る
乙
と
は
困
難
で
あ
り
、
管
は
施
政
上

の
悦
宜
上
の
区
切
り
と
し
て
随
時
適
宜
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
一
の
地
方
に
過
去
か
ら
の
伝
統
的
な
県
｜
郷
l
里
と
県
｜
郷
l
管
｜

村
と
い
う
区
画
が
二
通
り
行
わ
れ
た
と
て
も
別
段
不
思
議
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ろ
で
こ
の
二
通
り
の
区
間
が
並
存
し
た
と
す
る
場

A
U
、
管
の
事
例
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
の
で
あ
る
。
中
村
教
授
の
指
適
せ
ら
れ
た
管
の
事
例
も
数
例
で
あ
り
、
全
国
的
に
み
た
場
合
は
や
は
り

郷
村
制
に
も
ど
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
乙
乙
で
問
題
と
な
る
の
が
、

そ
れ
で
は
開
宝
七
年
の
乙
の
組
織
改
変
は
一
時
的
な
も
の
で
無
意

味
な
も
の
に
終
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
乙
の
改
変
は
、
唐
末
、
五
代
の
混
乱
期
を
通
じ
て
く
ず
れ
て
き
た
郷
村
組
織
を
再
編
成
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
処
置
で
あ
り
、
そ

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

の
主
目
的
は
「
廃
郷
分
為
管
。
置
戸
長
主
納
賦
。
書
長
主
盗
賊
詞
訟
。
」
と
あ
る
ど
と
く
、
管
と
い
う
新
し
い
行
政
補
助
区
闘
を
設
け
、
そ
乙
に

戸
長
、
雪
長
の
職
役
人
を
置
く
乙
と
に
あ
っ
た
。

つ
ま
り
地
方
行
政
の
末
端
業
務
を
受
負
わ
せ
る
職
役
人
の
設
置
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
従
来
の
県
｜
郷
｜
村
と
い
う
区
画
を
県
｜
管
と
い
う
区
画
に
改
更
し
た
の
は
職
役
人
把
握
の
手
段
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
管
が
県
と
郷
の
聞
に
位
し
た
り
、
郷
と
村
と
の
聞
に
位
し
た
り
す
る
の
も
一
定
戸
数
を
基
準
と
し
た
か
ら
で
あ
り
、

一
定
戸
数
を
基
準

と
し
た
そ
の
う
ら
に
は
職
役
人
括
出
の
単
位
た
ら
し
め
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
管
に
置
か
れ
た
職
役
人
数
、

そ
れ
が
そ
の

後
北
宋
一
代
を
通
じ
て
の
職
役
人
数
と
し
て
定
額
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
故
、
行
が
消
滅
し
て
も
そ
れ
に
代
る
実
質

的
な
も
の
U
役
人
括
出
の
単
位
と
な
る
も
の
が
残
さ
れ
て
お
れ
ば
、
開
宝
七
年
の
こ
の
改
変
は
目
的
を
果
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
実

質
的
な
も
の
と
は
、
作
邑
白
簸
巻
六
勧
諭
民
庶
勝
の
中
の
写
状
紗
許
制
戸
に
示
し
た
写
状
状
式
に

北
宋
の
者
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

一
一一一一



北
米
の
脅
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

四

状

互に

刊
い
ポ
郷
刊
川
北
村
。
育
長
某
入
者
分
。
第
幾
等
人
戸
。
姓
某
。
見
住
処
五
県
街
幾
里

（
如
係
客
戸
即
云
係
茶
人
客
戸
。
）

所
論
人
係
某
郷
村
居
住
。
五
県
街
幾
里
、
右
某
年
若
干
。

在
身
有
無
疾
蔭

（
婦
人
却
云
有
無
娘
苧
及
有
無
疾
蔭
）
。

今
為
某
事
伏
乞
県
司
施
行

雪合
IE包

状

年

月

日

姓

某

押

状

と
あ
っ
て
、
某
郷
某
村
の
者
で
、
某
者
長
の
者
分
に
所
属
し
て
い
る
第
幾
等
戸
の
某
と
記
入
す
る
べ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
現
住
所
を
某
郷
某
村

で
あ
ら
わ
す
と
同
時
に
、
者
長
某
人
の
脅
分
（
U
管
轄
下
）
に
入
っ
て
い
る
と
と
ま
で
も
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
乙
の
場
合

の
ほ
日
分
は
あ
き
ら
か
に
行
政
補
助
区
阿
で
あ
る
。

つ
ま
り
従
来
の
慣
用
的
な
郷
村
制
と
は
別
に
行
政
柿
助
区
阿
と
し
て
者
分
が
存
在
し
、
両
者

は
五
い
に
相
補
う
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
又
救
荒
活
民
書
巻
三
の
宮
弼
青
州
娠
済
行
道
に
よ
る
と
、
慶
府
八
年
（
一

O
四
八
）

河
北

の
大
水
に
よ
り
京
東
に
流
移
す
る
も
の
が
六
十
七
万
も
あ
っ
た
が
、
乙
の
と
き
知
育
州
兼
京
東
東
路
安
撫
伎
で
あ
っ
た
宮
澗
は
育
、
裕
、
灘
、

登
、
来
等
五
州
の
民
に
粟
十
五
万
右
を
出
さ
せ
て
救
済
し
た
。
そ
の
具
体
案
は
第
一
等
戸
ニ
石
、
第
二
等
戸
一
右
五
斗
、
第
三
等
戸
一
石
、
第

四
等
戸
七
斗
、
第
五
位
吋
戸
四
斗
、
客
戸
は
三
斗
を
供
出
さ
せ
る
事
と
し
て
、
そ
の
処
置
方
法
は

逐
州
援
封
去
ム
ロ
諭
米
数
。
約
量
県
分
大
小
撃
問
。
逐
県
白
令
逐
一
相
度
嘗
分
大
小
。
散
与
者
分
司
。
令
遍
告
示
郷
村
等
第
。
大
戸
一
依
合

諭
上
六
等
纏
解
剖
出
栴
救
済
流
民
。

と
あ
っ
て
、
書
分
の
大
小
を
相
度
し
て
そ
の
供
出
額
を
管
分
司
に
割
付
け
る
ζ

と
に
し
て
い
る
。
書
分
が
一
つ
の
単
位
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
て

い
る
と
と
、
富
分
に
は
脅
分
司
な
る
役
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
と
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
又
そ
の
送
料
方
法
に
つ
い
て
も



附
近
州
城
鎮
県
安
分
内
第
一
第
二
等
人
戸
。
即
於
逐
州
県
送
納
。
其
第
三
第
四
第
五
等
弁
客
戸
及
不
近
州
県
鎮
城
遠
慮
第
一
等
以
下
。
応

条
合
納
餅
副
人
戸
。
並
只
於
本
書
送
納
。
仰
県
司
譲
逐
誉
人
戸
合
納
都
数
。
均
分
与
当
者
内
第
一
等
人
戸
令
国
那
一
民
屋
盛
貯
。
如
者
自
長
係

第
一
等
即
亦
令
均
分
収
附
。
的
仰
誉
長
向
共
専
切
提
挙
管
幹
在
者
都
数
。
不
至
散
失
及
別
致
琉
虞
。

と
あ
っ
て
、
州
城
鎮
県
に
近
い
音
分
の
第
一
第
二
等
戸
は
州
県
に
送
納
さ
せ
、
第
三
等
戸
以
下
客
戸
迄
と
州
県
鎮
城
に
遠
い
岩
田
分
の
第
一
等
戸

以
下
客
戸
ま
で
と
は
本
音
に
送
納
ざ
せ
て
、
本
音
分
内
の
第
一
等
戸
の
処
に
均
分
し
て
貯
蔵
さ
せ
、
官
民
長
を
し
て
提
挙
管
幹
さ
せ
て
い
る
。
奮

分
が
救
済
業
務
遂
行
の
単
位
と
し
て
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

此
の
様
に
行
政
補
助
区
分
と
し
て
の
害
分
が
慶
暦
八
年
に
は
す
で
に
出
来
上
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

乙
の
者
分
が
管
と
密
接
な
関
係
に
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
開
宝
七
年
、
郷
を
廃
し
て
管
を
つ
く
り
そ
と
に
戸
長
と
脅
長
を
置
い
て
徴
科
と
盗
賊
詞
訟
を
主
ど
ら
せ
た
こ
と

は
前
に
述
べ
た
が
、

こ
の
管
に
置
か
れ
た
育
長
の
取
締
り
範
聞
H
管
分
が
管
に
代
つ
で
新
し
く
行
政
補
助
区
分
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。

先
に
作
邑
白
旗
巻
四
処
事
の
項
の

付
鎮
沓
定
奪
婚
同
事
。
於
帖
後
連
素
紙
幅
（
小
事
五
一
隅
）
印
紙
。
仰
向
争
井
郡
保
人
写
於
其
上
以
防
抹
換

の
鎮
替
を
と
り
あ
げ
て
、
乙
の
鎮
ぎ
が
鎮
の
m

首
長
H
鋲
長
長
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
お
い
た
。
も
し
鎮
奮
を
鎮
省
長
と
し
た
場
合
、
婚

回
定
奪
に
関
す
る
注
意
事
項
を
鎮
脅
長
に
の
み
与
え
る
と
と
に
な
り
、
郷
村
の
者
長
に
は
与
え
な
い
と
と
に
な
る
。
婚
回
定
奪
に
関
す
る
注
意

は
な
げ
札
も
鎮
に
の
み
か
ぎ
っ
た
と
と
で
は
な
く
、
全
体
に
及
ぼ
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
又
鋲
は
鎖
自
体
行
政
補
助
区
画
を
な
し
て
お
り
、
郷
村

の
行
政
補
助
区
画
日
立
四
分
と
対
置
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。
そ
う
す
る
と
鎮
警
は
「
鎮
と
者
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
即
ち
こ
の
記
事

の
鋲
替
の
鎮
は
鎮
の
責
任
者
を
指
し
、
替
は
郷
村
行
政
補
助
区
分
た
る
者
分
の
長
H
H
苔
長
を
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
作
邑
自

北
宋
の
者
保
に
つ
い
て
〈
羽
生
）

一
一
五



北
宋
の
香
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

一一ムハ

蔵
巻
三
慮
事
の
項
に

応
鎮
目
前
荘
宅
牙
人
根
括
置
籍
。
各
給
手
把
麿
。
遇
有
典
売
国
産
。
即
時
抄
上
立
契
月
日
銭
。
致
。
逐
旬
具
典
売
数
申
県
、
乞
催
印
契
其
暦
。

半
月
一
次
赴
県
過
押

と
あ
っ
て
、
鎮
誉
荘
宅
牙
人
を
根
括
し
て
籍
を
置
き
、

と
れ
に
手
把
暦
を
給
し
、

国
産
を
転
売
し
た
場
合
に
は
と
の
手
把
暦
に
立
契
の
月
日
及

ぴ
銭
数
を
書
き
入
れ
さ
せ
る
と
と
に
し
た
ζ

と
が
み
え
て
い
る
。
乙
の
鎮
者
も
「
鎮
と
畜
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
鎮
老
白
を
鎮
営
日
長
と
と
る
と

者
円
長
も
牙
人
も
と
も
に
日
産
売
買
を
行
っ
て
い
た
乙
と
に
な
り
不
合
理
で
あ
る
。
鎮
者
荘
宅
牙
人
は
「
鎮
と
誉
分
に
居
住
し
て
い
る
荘
宅
牙
人

」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
の
ご
と
く
鎮
者
長
を
指
す
用
例
で
は
な
く
「
鎮
と
ぎ
」
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
、
鎮
に
は
者
長
は
置
か

れ
て
い
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
の
場
合
問
題
と
な
る
の
が
、
作
邑
自
滅
巻
五
規
矩
の
項
に

差
人
詰
鎮
書
長
等
慮
。
取
責
入
戸
文
状
。
須
是
呼
集
瀬
保
対
衆
写
。
或
不
能
書
字
須
令
代
写
人
対
衆
読
一
示
親
押
花
字
。
其
代
写
人
及
都
保

亦
須
紫
常
一
回
以
為
昭
一
証
。

等
は

A
－
B
等
と
い
う
よ
う
に
二
事
項
以
上
を
並
記
し
た
最
後
に
使
う
場
合
が
多
く
、

と
あ
る
「
詣
鎮
者
長
等
廃
」
の
一
節
で
あ
る
。
と
の
一
句
は
い
か
に
も
「
鎮
の
奮
長
等
の
処
に
詣
り
」
と
読
め
そ
う
で
あ
る
が
、
鎮
点
首
長
等
の

。

一
事
項
に
等
を
使
用
し
た
例
ば
す
こ
ぶ
る
少
な
い
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
鎮
者
長
は
長
が
両
方
に
か
か
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
「
鎮
長
（
鎮
長
と
い
う
名
称
は
見
当
ら
な
い
が
、

乙
の
場
合
は
鎮
の

責
任
者
を
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
と
奮
畏
」
を
指
し
た
用
例
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
と
の
様
に
考
え
て
く
る
と
、

宋
会
要
輯
稿
形
法
ニ

禁
約
紹
興
六
年
六
月
八
日
の
条
の

詔
。
結
集
五
願
断
絶
飲
酒
。
為
首
人
徒
二
年
。
那
州
編
管
。
従
者
誠
二
等
。
並
許
人
告
。
賞
銭
一
二
百
買
。
巡
尉
廟
4
4

日
巡
察
人
弁
都
保
。
失

覚
察
杖
一
百
。



と
あ
る
席
者
も
「
庸
と
雪
」
で
あ
ろ
う
。
廟
蓄
を
廟
首
長
と
と
る
と
、
巡
（
巡
検
）

－
尉
（
県
尉
）
、
賭
替
、
巡
察
人
は
勿
論
の
こ
と
、
都
保

を
し
て
さ
え
、
喫
菜
事
魔
の
覚
察
に
当
ら
し
め
て
い
た
の
に
、
郷
村
治
安
の
責
任
者
吉
田
長
に
は
覚
察
せ
し
め
て
い
な
か
っ
た
乙
と
に
な
る
。
喫

菜
事
魔
は
都
市
よ
り
も
郷
村
の
山
谷
で
人
目
を
さ
げ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

〈ぬ）

あ
る
。
そ
れ
故
、
廟
奮
は
「
廟
と
岩
田
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

そ
の
取
締
り
に
は
当
然
首
長
が
加
わ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で

以
上
述
べ
て
き
た
如
く
、
鎮
吾
、
廟
営
は
い
か
に
も
鎮
の
夜
長
、
腐
の
一
信
長
を
指
す
用
例
の
ご
と
く
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
鎮
・
脂
と
者
間
と
は
別

個
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
鎮
や
脂
に
者
日
長
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
鎮
・
賄
と
奮
と
が
並
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
鎮
・
痛
と
奮
と

が
と
も
に
行
政
補
助
区
劃
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
都
市
区
分
と
し
て
の
鎮
・
照
、
郷
村
区
分
と
し
て
の
奮
と
を
並
配
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
行
征
補
助
区
劃
の
全
機
闘
を
表
わ
さ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
開
宝
七
年
の
組
織
改
変
に
よ
り
管
に
置
か
れ
た
曾
長
の
管
轄
範
リ
奮
分

は
や
が
て
行
政
補
助
区
劃
と
し
て
鎮
・
廟
と
並
記
せ
ら
れ
る
ほ
ど
確
固
た
る
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

（国

か
く
の
如
く
行
改
補
助
区
劃
と
し
て
の
吉
分
が
成
立
し
、
固
定
化
し
て
い
た
以
上
、
地
方
行
政
の
末
端
業
務
は
と
の
音
分
を
単
位
と
し
て
行

わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
続
資
治
通
鑑
長
編
時
一
一
慶
暦
三
年
九
月
丁
卯
の
条
の
箔
仲
掩
の
上
奏
文
中
の
滅
後
山
役
の
項
に

主
（
郷
村
者
保
地
理
近
者
亦
併
合
。
能
併
一
者
保
管
亦
減
役
十
余
戸
。
但
少
筏
役
人
自
耕
作
可
制
富
照
。

一
者
田
町
仇
糾
併
す
れ
ば

（
一
者
保
を
他
の
富
保
に
併
合
す
る
〉
役
十
余
戸
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
周
藤
教
授
は

と
あ
っ
て
、

ζ

の
記
事
に
つ
い
て
、
管
に
は
音
長
、
壮
丁
、
戸
長
な
ど
を
置
い
て
い
た
か
ら
者
保
を
合
併
す
れ
ば
、

と
れ
ら
の
役
戸
を
減
ら
す
こ
と
も
で
き

た
の
で
あ
ろ
う
と
あ
っ
さ
り
か
た
ず
け
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
一
宮
保
に
は
一
宮
長
と
そ
の
部
下
で
あ
る
壮
丁
が
二
j
四
人
い
た
に
す
ぎ
な

し、。

一
者
間
同
体
が
脅
か
れ
る
際
、

乙
れ
が
全
部
省
か
れ
る
と
し
て
も
多
く
見
積
っ
て
合
計
五
人
（
ぎ
長
一
、
壮
丁
四
）
に
し
か
な
ら
な
い
。

育会

北
宋
の
者
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

七



北
宋
の
香
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

/¥ 

保
を
省
い
た
時
省
か
れ
る
役
人
数
は
寸
余
人
で
あ
る
か
ら
、
乙
の
両
者
の
数
は
一
致
し
な
い
。

｛

uv 

余
戸
の
中
に
は
者
長
・
壮
丁
の
外
に
州
県
郷
村
諸
色
の
役
人
も
含
ま
れ
て
い
た
と
解
す
る
の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
害
保
を

そ
う
す
る
と

「
役
十
余
戸
を
滅
ぜ
ん
」

の

併
せ
た
場
合
、
諸
色
の
役
人
も
省
か
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

乙
の
諸
色
の
役
人
も
者
保
単
位
に
徴
発
せ
ら
れ
た
と
と
に
な
る
。
南
宋
の
事
例

で
あ
る
が
、
宋
会
要
輯
稿
職
官
四
八
県
尉
紹
興
四
年
五
月
十
九
日
の
条
に

左
奉
議
郎
周
綱
言
。
昨
乞
罷
諸
路
武
尉
併
新
弓
手
。
続
観
朝
旨
。
将
新
弓
手
挽
填
旧
弓
手
閥
額
外
。
武
尉
与
文
尉
道
管
職
事
。
切
慮
紛
争

事
権
。
拘
市
役
使
。
追
者
自
保
援
郷
民
。
其
弊
有
不
可
勝
言
者

と
あ
っ
て
、
新
弓
手
を
将
っ
て
旧
弓
手
の
閥
額
を
埋
め
、
残
り
の
も
の
は
帰
農
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
が
、
そ
の
際
武
尉
と
文
尉
が
弓
手
の
奪
い

合
い
を
し
、
音
保
に
弓
手
の
提
供
を
求
め
郷
民
を
擾
し
た
と
と
が
み
え
て
い
る
。
乙
の
場
合
害
保
に
弓
手
の
提
供
を
迫
っ
た
の
は
者
保
が
弓
手

の
役
賦
課
の
単
位
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

宋
代
の
役
人
数
に
つ
い
て
み
る
と
、

宋
会
要
輯
稿
六
三
農
田
雑
録
乾
輿
元
年
十
二
月
の
条
に

上
封
者
言
。

（
中
略
）
。
以
臣
愚
見
。
且
以
三
千
戸
之
色
。
五
位
一
寸
分
算
。
中
等
己
上
可
任
差
遣
者
約
千
戸
。
官
員
形
勢
街
前
将
吏
不
管
一

二
百
戸
。
並
免
差
遺
。
州
県
郷
村
諸
色
役
人
。
又
不
営
一
二
百
戸
。
如
此
則
二
三
年
内
巴
総
遍
差
。
繰
得
帰
農
即
復
応
役
。
直
至
破
護
家

業

と
あ
っ
て
、
三
千
戸
の
邑
（
県
）
を
例
に
と
る
と
、
中
等
以
上
の
差
遣
に
任
え
る
戸
は
約
千
戸
で
あ
る
が
、
官
員
、
形
勢
、
街
前
将
吏
の
免
役

戸
は
一
二
百
戸
に
止
ま
ら
な
い
。
州
県
郷
村
諸
色
の
役
人
数
も
一
二
百
戸
に
止
ま
ら
な
い
。
乙
の
様
な
状
態
で
は
二
、
三
年
で
遍
差
さ
れ
、
帰

農
し
た
と
思
え
ば
す
ぐ
又
応
役
せ
ね
ば
な
ら
ず
家
業
を
破
護
す
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
三
千
戸
の
邑
（
県
）
を
例
に
と
っ
て
州
県
郷

村
諸
色
の
役
人
数
を
「
曹
に
一
二
百
戸
の
み
な
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
語
文
正
公
集
・
奏
議
・
上
・
答
手
詔
傍
陳
十
事
の
中
の
減
径
役
の



項
に
は今

河
南
府
主
客
七
万
五
千
九
百
余
戸
。
の
置
一
十
九
県
。
主
戸
五
万
七
百
。
客
戸
ニ
万
五
千
二
百
。
設
県
七
百
戸
。
優
師
一
千
一
百
戸
。

逐
県
三
等
而
堪
役
者
不
過
百
戸
。
而
所
供
役
人
不
下
二
百
数
。
新
旧
循
環
。
非
鰍
寡
孤
独
不
能
供
役
。
西
洛
之
民
最
為
窮
困

と
あ
る
。
河
南
府
の
拍
車
県
、
僅
師
県
は
そ
れ
ぞ
れ
わ
ず
か
に
七
百
戸
、

一
千
一
百
戸
で
、
そ
の
う
ち
三
等
戸
以
上
の
堪
役
戸
は
百
戸
を
す
ぎ
な

い
の
に
所
供
役
人
数
は
二
百
人
を
下
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
此
の
様
に
み
て
く
る
と
、
最
小
の
県
で
も
少
く
と
も
二
百
人
以
上
が
供
役
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
乙
の
一
県
の
供
役
人
数
二
百
人
は
最
小
の
数
字
で
あ
っ
て
し
か
も
こ
の
う
ち
に
は
宵
吏
化
し
た
役
人
は
含
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
欧
陽
文
忠
ム
文
集
巻
一
・
相
度
併
県
牒
に
は

〉

十

五

右
臣
近
自
威
勝
率
至
遼
州
。
体
量
得
。
遼
州
州
界
東
西
二
百
五
十
里
。
南
北
一
百
五
十
九
里
。
所
管
戸
口
主
客
二
千
七
百
余
戸
。
地
里
人

戸
不
及
一
中
下
小
県
。
而
分
建
一
州
四
県
。
内
検
社
県
主
客
一
千
二
十
二
戸
。
其
余
遼
山
県
主
客
五
百
六
十
九
戸
。
平
城
県
主
客
六
百
一

十
八
戸
。
和
順
県
主
客
四
百
五
十
九
戸
。
各
不
及
一
一
鎮
人
煙
。
及
瀦
州
管
内
八
県
亦
有
似
此
。
地
里
絶
近
。
人
戸
全
少
施
。
虚
立
県
名
。

桂
占
官
吏
。
毎
県
曹
司
弓
手
手
力
解
子
之
類
。
各
近
百
人
。
外
別
有
供
応
本
州
藤
子
客
司
承
符
散
従
。
及
本
村
里
正
戸
長
嘗
長
壮
丁
色

役
。
人
戸
凋
零
。
差
役
繁
重
。

皐
州
四
県
の
う
ち
最
高
の
杜
県
が
主
客
合
わ
せ
て
一
千
七
十
二
戸
、
最
底
の
和
順
県
に
至
つ
て
は
主
客
合
わ
せ
て
四
百
五
十
九

戸
で
あ
る
が
、
各
県
の
職
役
に
は
各
々
百
人
に
近
い
曹
司
、
弓
持
、

や
本
村
里
正
、
戸
長
雨
長
、

と
あ
っ
て
、

手
力
、

解
子
の
類
の
別
に
、
本
州
供
応
の
臆
子
、
客
司
、
承
符
、
散
従

壮
丁
の
色
役
が
あ
っ
た
と
い
う
。

そ
う
す
る
と
一
県
の
役
人
数
は
曹
司
、
弓
手
、
手
力
、
解
子
の
類
そ
れ
ぞ
れ

が
百
人
近
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
合
計
す
る
と
四
百
人
近
く
に
な
る
。
そ
の
他
本
州
供
役
の
諸
色
役
人
や
本
村
里
正
以
下
の
在
郷
色
役
人
を
合

わ
せ
る
と
、
こ
の
四
百
人
を
は
る
か
に
乙
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
今
か
り
に
一
県
の
職
役
人
数
を
最
小
の
四
百
人
と
し
、
全
国
県
数
を
千

北
米
の
省
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

二
九



北
米
の
醤
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

。

二
百
と
し
て
全
国
職
役
人
数
を
計
算
す
る
と
四
十
八
万
人
と
な
る
。
そ
の
他
三
百
余
州
の
供
役
人
数
奇
合
計
す
る
と
こ
の
数
字
を
は
る
か
に
ζ

え
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

次
に
乙
の
役
人
の
差
料
単
位
で
あ
る
が
、
街
前
な
ど
の
重
難
の
役
は
一
県
あ
る
い
は
一
郷
単
位
に
行
わ
れ
、

（店｝

り
順
次
差
科
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
来
諸
色
役
人
中
に
は
宵
吏
化
し
た
役
人
も
お
り
、

一
一
県
或
い
は
一
郷
中
の
上
戸
よ

乙
れ
は
役
賦
諜
の
対
象
か
ら
は
は
ず
し
て
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
郷
村
内
に
あ
っ
て
応
役
す
る
役
人
H
首
長
・
壮
丁
な
ど
は
嘗
保
を
単
位
と
賦
課
さ
れ
て
い
た
か
ら
、

乙
の
蓄
保
の
規

模
が
問
題
と
な
る
。

I 

り
、
一
戸
長
、
奮
長
を
置
く
」
と
だ
け
あ
っ
て
、

そ
れ
で
は
こ
の
者
保
の
大
き
さ
は
ど
の
位
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
開
宝
七
年
の
郷
村
組
織
の
再
編
成
の
記
事
で
は
「
郷
分
を
廃
し
て
管
を
つ
く

戸
長
が
置
か
れ
た
の
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
幸
に

そ
ζ

に
は
一
管
に
何
名
の
4

首
長
、

も
淳
照
三
山
志
の
州
県
役
人
の
項
に
、
福
州
各
県
毎
の
一
戸
長
、
郷
警
手
、
老
日
長
、
壮
丁
、
保
正
副
、
大
小
保
長
の
数
が
記
載
さ
れ
て
い
て
戸
長

数
と
遊
園
長
数
の
比
率
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。



州県役人表

北山宋の省保について（羽生）

県 年 ｜戸長数｜郷害子数｜音長数｜壮丁数｜郷里数

闘 f~rl e号言三込司f 21 10 37 154 12 郷
（望） フじ 祐 21 10 37 154 37 里

A, 10 37 1 鎮

連江 異民 寧 11 5 49 148 5 組il
（望） フじ 祐 11 5 45 136 24 里

A, 5 32 

侯（望官） 
照 6号さヌ己 28 9 44 201 9 jP,~ 
フ乙 祐 28 9 44 201 50 呈

今 9 44 

長 渓 lcyfl 寧 11 4 52 4 銀日
（望） フロ 祐 11 4 52 196 22 里

今 4 55 1 鎮

長楽 開日 亭ιー・ 8 4 32 98 4 怨日
（緊） フじ 祐 8 4 37 92 32 里

ρt 、 4 26 

福（望清） 
照 寧 16 7 73 248 7 銀！l
フじ 祐 16 7 250 36 里

メ入) 4 

古 田 ll!思 答号詰ヌ息 11 4 26 76 4 銀F
（望） JC 祐 11 4 26 94 12 旦

A, 4 6 76 1 鎮

永福 ll)[l 寧 4 3 18 92 3 鎖l
（緊） Yじ 祐 4 3 18 100 14 里

メ入) 6 3 28 96 

闘清 ！可fl 寧 4 2 16 2 銀日
フじ 祐 10 里

（中〉 β1 、 2 17 53 

寧（中徳） 
興日 寧 6 3 20 64 3 tDll 
コ乙 祐 6 3 20 64 10 里

ムE、 3 30 46 1 鎮

羅（中源） 
興日 寧 6 3 24 84 3 銀1
Yじ 祐 6 3 26 90 13 毘

メ1、 3 3 26 3 

懐（望安） 
野良 寧 16 8 43 176 9 銀ll
フ巳 祐 16 8 176 44 里

メ寸〉、 33 3 



北
宋
の
者
同
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

一
一一一

乙
れ
に
よ
っ
て
戸
長
数
と
書
長
数
を
く
ら
べ
て
み
る
と
、

い
ず
れ
も
者
長
数
が
多
く
、

そ
の
倍
率
は
約
二
倍
か
ら
五
倍
を
示
し
て
い
る
。
右

表
は
照
寧
以
降
の
分
を
記
載
し
た
も
の
で
、
開
宝
七
年
の
戸
長
鼓
、
音
長
数
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

一
度
定
数
と
し
て
定
め
ら
れ
た
役
人

数
は
余
程
の
と
と
が
な
い
か
ぎ
り
変
更
さ
れ
な
い
か
ら
鳳
寧
の
役
人
数
は
開
主
七
年
に
定
め
ら
れ
た
役
人
数
に
近
い
も
の
と
み
る
と
と
が
で
き

ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、

と
の
倍
率
か
ら
み
て
、
開
宝
七
年
の
組
織
改
変
の
際
一
管
に
二
戸
長
と
数
人
の
省
長
を
置
い
た
も
の
と
解
し
て
あ
や
ま

りあるまい。次に同じく三山志の大申祥符二年（一OO九）の各県別主戸数をみると、

県 名 主戸数 1郷当り II1時 jl吋
l平均戸数 寸り二均戸数 平均戸

間 613 226 226 

連江 5220 1044 106 218 

侠官 7529 850 174 135 

長誤 3840 960 70 175 

長楽 3635 908 113 113 

福清 8476 1211 116 235 

古 回 6921 1730 267 577 

永福 3067 1022 109 219 

闘清 1831 911 114 182 

寧徳 1460 487 73 146 

懐安 7793 877 181 177 

羅原 1471 490 61 113 

平均戸数 平均戸数

925 j 134戸 202戸

治戸安数主客 治平年間

主客

19,7176 
442 

者長

元豊主客 元豊年間
数

主 258
21,1546 出長

各県別主戸数（大中祥符2年）



と
の
表
か
ら
計
算
す
る
と
、

一
郷
の
平
均
戸
数
は
九
二
五
戸
、

一
里
の
平
均
戸
数
は
二

O
二
戸
、

一
点
首
長
当
り
の
平
均
戸
数
は
一
三
四
戸
と

な
る
。
同
じ
く
平
均
を
と
っ
て
み
る
に
一
郷
に
は
約
七
人
の
者
長
が
、

一
里
に
は
約
一
・
五
人
の
書
長
が
居
た
乙
と
に
な
る
。
と
の
統
計
は
大
中

祥
祥
二
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
三
山
志
に
よ
れ
ば
国
初
の
福
州
の
主
客
戸
総
数
は
九
万
四
千
五
百
十
人
で
あ
る
。
福
州
全
体
の
管
長
数

は
四
百
四
十
四
人
で
あ
る
か
ら
国
初
に
於
け
る
一
首
長
当
り
の
主
客
戸
数
は
二
百
十
三
戸
と
な
る
。
主
戸
だ
け
で
計
算
す
る
と
と
の
う
ち
半

分
が
客
戸
と
し
て
も
一
者
長
は
主
戸
百
余
戸
を
管
轄
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
開
宝
七
年
の
組
織
改
変
で
は
主
戸
百
戸
を
単
位
と
し
て
者
長
が

置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ζ

の
一
言
長
百
戸
単
位
ま
、
五
代
会
要
巻
二
回
貌
の
後
周
顕
徳
五
年
十
月
の
詔
に

ー

五

詔
諸
道
州
府
。
令
国
併
郷
村
。
大
率
以
百
戸
為
一
団
。
選
三
大
戸
為
者
長
。
凡
民
家
之
有
姦
盗
者
。
三
大
戸
察
之
。
民
団
之
有
耗
登
者
三

大
戸
均
之
。
白
毎
及
三
載
。
即
一
如
此

と
あ
る
如
く
、
後
尽
の
顕
徳
五
年
十
且
（
九
五
八
）
に
郷
村
を
団
併
し
て
百
戸
を
一
団
と
し
、
一
一
一
人
の
き
日
長
を
置
い
て
治
安
と
徴
科
の
事
を
主

ど
ら
せ
た
の
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
く
福
州
で
は
主
戸
百
戸
を
単
位
と
し
て
省
長
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、

治
平
年
間
lこ
は
主
客
メK
IC! 

わ
せ
て

四
四
二 （ 乙
戸きれ
をが
、大

元中

祥
二
年
〔
一

O
O九
）
に
は
前
述
の
如
く
平
均
百
三
十
余
戸
を
管
轄
す
る
よ
う
に
な
り
、

豊
年
聞
に
は
主
戸
二
五
八
戸
（
主
客
合
計
四
七
六
戸
）
を
管
轄
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
書
長
の
管
轄
範
囲
が
拡
大
し
た
た
め
で

は
な
く
、
香
分
の
戸
数
が
増
大
し
た
た
め
で
あ
る
。

続
資
通
鑑
長
編
酷
一
一
一
慶
一
麿
三
年
九
月
丁
卯
の
条
の
活
仲
滝
の
上
奏
文
中
の
減
得
役
の
項
に

其
郷
村
奮
保
地
理
近
者
亦
併
合
。
能
併
一
者
保
管
亦
減
役
十
余
戸
。
但
少
径
役
人
自
耕
作
可
期
富
庶

と
あ
っ
て
、

一
一
首
保
を
併
す
れ
ば
役
十
余
戸
を
減
ら
す
ζ

と
が
で
き
る
と
述
べ
て
い
る
。
福
州
に
お
け
る
慶
暦
一
ニ
年
（
一

O
四
三
）
の
一
者
保

当
り
の
主
戸
数
を
も
と
め
る
乙
と
は
で
き
な
い
が
、
治
平
年
間
（
一

C
六
四

i
一
O
六
七
）
に
は
主
客
合
わ
せ
て
四
四
二
戸
、
元
豊
年
閣
（
一

北
宋
の
害
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

一
一一一



北
米
の
保
者
に
つ
い
て
（
羽
生
）

一
二
四

O
七
八
｜
一

O
八
五
）
に
は
主
客
合
わ
せ
て
四
七
六
戸
（
内
主
戸
二
五
八
戸
）
を
管
轄
し
て
い
た
か
ら
慶
暦
年
聞
に
は
主
客
合
わ
せ
て
四

0
0

戸
内
外
、
主
戸
数
に
し
て
二

O
O戸
内
外
を
管
轄
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
、
そ
う
す
る
と
主
戸
ニ

O
O一
戸
内
外
か
ら
役
十
余
戸
を
出
し
て

－nu

－nu 

い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
割
合
は
大
約

7
一0
か
ら

8
一0
と
推
察
さ
せ
る
。
こ
の
数
字
を
も
っ
て
全
国
に
あ
て
は
め
る
の
は
危
険
で
あ
る
が

－
噌

4

－
噌

i

一
応
の
目
安
と
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
、
今
慶
暦
二
年
（
一

O
四
二
）
の
全
国
主
戸
統
計
は
文
献
通
考
に
よ
る
と
六
百
六
十
七
万
一
千
三
百
九

十
二
戸
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

7
一
間
が
役
人
と
し
て
徴
発
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
大
約
五
十
五
万
人
と
な
る
。
こ
の
数
字
は
あ
ま
り
に
少
な
い

よ
う
で
あ
る
が
、
先
ほ
ど
一
県
四
百
人
、
千
二
百
県
と
し
て
計
算
し
た
全
国
役
人
数
回
十
八
万
人
と
大
体
一
致
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
あ
な
が

ち
少
な
す
ぎ
る
と
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
北
宋
の
照
寧
、
元
豊
ご
ろ
ま
で
の
役
人
数
は
五
十
万
か
ら
六
、
七
十
万
の
聞
で
は
な
か
っ
た
ろ

う
か
。本

論
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
要
約
す
る
と
、

聞
宝
七
年
に
郷
村
組
織
の
再
編
成
が
行
わ
れ
、

郷
分
を
廃
し
て
新
に
行
政
区
割
と
し
て
の
管

を
設
け
、

そ
こ
に
戸
長
、
市
首
長
の
職
役
人
を
置
き
、

こ
れ
に
地
方
行
政
の
末
端
業
務
を
担
当
さ
せ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
管
は
大
部
分
衰
退
乃

至
は
消
滅
し
て
、
地
分
名
と
し
て
は
従
来
の
郷
旦
制
が
用
い
ら
れ
、
行
政
補
助
区
劃
と
し
て
は
新
に
管
に
代
っ
て
、
管
に
置
か
れ
た
嘗
長
の
管

轄
範
囲
で
あ
っ
た
誉
保
が
登
場
し
て
き
た
。
乙
の
岩
田
保
は
五
代
後
胤
の
顕
徳
五
年
に
郷
村
を
団
併
し
て
百
戸
を
一
団
と
し
、

そ
と
に
三
大
戸
（

者
長
）
を
置
い
た
の
に
由
来
し
、
国
初
に
於
い
て
は
大
率
主
戸
百
戸
を
単
位
と
し
て
い
た
。
奮
保
は
地
方
行
政
補
助
区
劃
と
し
て
県
に
直
属
し

地
方
行
政
の
末
端
業
務
は
こ
の
留
保
を
単
位
と
し
て
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
即
ち
行
政
区
劃
と
し
て
は
「
県
l
者
分
」
と
い
う
形
が
で

き
あ
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
北
宋
で
は
地
分
名
と
し
て
は
郷
里
制
が
、
行
政
上
の
区
劃
と
し
て
は
嘗
保
制
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。



註

－
者
保
は
も
と
も
と
省
長
の
管
轄
範
囲
の
意
で
あ
る
が
者
保
の
長
（
者
長
）

を
脅
保
と
略
称
す
る
場
合
が
多
い
。

2

南
宋
に
な
る
と
県
尉
と
巡
検
が
郷
村
を
と
も
に
分
担
し
て
管
轄
す
る
よ
う

に
な
る
。

3

浮
照
三
山
志
酷
一
州
県
役
人
・
奮
戸
長
保
正
副
の
説
明
文

4 

日
野
関
三
郎
教
授
に
よ
れ
ば
客
店
は
旅
館
兼
倉
庫
業
を
営
む
も
の
を
さ

す。

5

県
か
ら
の
文
書
の
承
受
や
県
へ
の
文
字
の
上
達
に
関
し
て
は
周
藤
吉
之
教

綬
「
唐
宋
社
会
経
済
史
研
究
」
に
収
め
た
「
北
宋
末
の
免
役
法
と
県
、
管

省
と
の
関
係
」
に
く
わ
し
い
。

6 

本
村
番
長
の
略
称

7 

「
宋
代
の
地
方
区
画
｜
管
に
つ
い
て
｜
」
（
刊
矧
帆
）

8

右
に
同
じ

9

作
邑
自
餓
巻
四
処
事
の
項
に
者
鋲
と
倒
立
し
た
用
例
も
見
出
さ
れ
る
。

日
出
刷
替
に
関
し
て
は
手
持
の
資
料
が
少
な
い
の
で
、
後
日
詳
究
す
る
つ
も
り

で
あ
る
。

日
中
村
教
授
は
者
保
の
保
は
嘗
長
の
下
に
五
家
を
保
と
す
る
保
者
が
編
成
さ

北
宋
の
者
保
に
つ
い
て
（
羽
生
）

れ
る
に
至
り
、
者
保
と
よ
ば
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い

る

ロ
州
県
郷
村
浩
色
の
役
人
の
中
で
も
璽
難
の
術
前
や
脅
吏
化
し
た
役
人
は
除

く
べ
き
で
あ
る
。

日
弓
手
の
定
数
は
県
の
戸
口
数
の
大
小
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。

14 

至
和
二
年
に
里
正
は
や
め
ら
れ
、
戸
長
が
増
品
注
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

15 

続
資
治
通
鑑
長
繍
噛
lr
参
照

16 

周
勝
教
授
は
管
に
は
五
代
の
三
大
戸
の
制
を
ふ
ん
で
三
人
の
者
長
が
置
か

れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る

口
減
照
三
山
志
酷
一
州
県
役
人
，
者
戸
長
、
保
正
副
の
説
明
文

18 

浮
照
三
山
志
措
一
版
籍
類
、
戸
口
の
説
明
文
に
よ
れ
ば
、
治
平
年
間
の

主
客
戸
は
一
十
九
万
七
千
一
百
七
十
六
で
あ
る
。
乙
れ
を
照
事
の
省
長
数

四
百
四
十
四
人
で
割
る
と
四
百
四
十
二
戸
と
な
る
。

ω
元
蛍
九
域
志
、
福
州
主
客
戸
数
に
よ
っ
て
計
算

一
二
五



On Chi-baa ( 1:!Hf?:) of North-Song (:It*) Era 

Ken-ichi HABU 

The system of Xiang-Tun OR~N) was reorganized in the 7th year of 

Kai-baa (lm'.i;'.), when the Xiang-fen Oft[15t) was replaced by Guan (~) in 

which there were posted the officials, Hu-chang (p~) and Chi-chang 

(§'~), for the businesses of the local administration. After that, most 

of the Guans waned or disappeared and generally they came to take the 

conventional system of Xiang-Ii ORHID . Then appeared Chi-baa, the pro

vince governed by the Chi-chang of Guan, which, instead of Guan, be-



came a new subsidiary district of administration. 

The origin of Chi-bao was a group of one hundred Kos (F) which was 

combined among Xiang-tuns in the 5th year of Xian-du (mi~)of Hou-zhou 

(~JsD in Wudai Era (:lift), and each Chi-bao had the three large Kos 

or Chi-chang. In the beginning of North-Song Era, a Chi-bao consisted 

of about one hundred Shu-kos (.±".F) . 

The Chi-bao was the sub-unit of Xian as the subsidiary district of pro

vincial administration ,and businesses of local government were carried out 

in terms of this unit. In other words, Chi--bao was actually under direct 

control of Xian as an administrative district. In North-Song Era, the 

system of Xiang-Ii was conventionally used in practice, while Chi-bao was 

the formal appellation for this administrative unit. 
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